
介護保険
（表１）保健師・看護師がサービスを行った場合

サービス利用料金 利用者負担額（１割負担の場合）
20分未満 （3,120）円 （312）円
30分未満 （4,690）円 （469）円
30分以上1時間未満 （8,190）円 （819）円
1時間以上1時間30分未満 （11,220）円 （1,122）円

サービス利用料金 利用者負担額（１割負担の場合）
20分未満 （3,010）円 （301）円
30分未満 （4,490）円 （449）円
30分以上1時間未満 （7,900）円 （790）円
1時間以上1時間30分未満 (10,840）円 （1,084）円

注２）担当のサービス従事者が准看護師の場合には、そのサービス料金は上記の（表1）の金額の９０％となります。
（表２）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がサービスを行った場合

サービス利用料金 利用者負担額（１割負担の場合）
一回あたり20分 （2,970）円 （297）円
一回あたり40分※週3回まで （5,940）円 （594）円
一回あたり60分※週2回まで （8,020）円 （802）円

サービス利用料金 利用者負担額（１割負担の場合）
一回あたり20分 （2,870）円 （287）円
一回あたり40分※週3回まで （5,740）円 （574）円
一回あたり60分※週2回まで （7,750）円 （775）円
※一回あたり302単位（20分間）週6回を限度でご利用できます。

（表３）前項、（表１）（表２）のサービス利用料金は以下の料金が病状により加算されます。
サービス利用料金 利用者負担額（１割負担の場合）

緊急時訪問看護加算 （5,740）円 （574）円
特別管理加算（Ⅰ） （5,000）円 （500）円
特別管理加算（Ⅱ） （2,500）円 （250）円
⻑時間訪問看護加算（別表A該当者） （3,000）円 （300）円
ターミナルケア加算 （20,000）円 （2,000）円
退院時共同指導加算 （6,000）円 （600）円
初回加算 （3,000）円 （300）円
複数名訪問看護加算看護師（別表A該当30分未満） （2,540）円 （254）円

◎早朝（午前６時〜午前８時）：２５％
◎夜間（午後６時〜午後１０時）：２５％
◎深夜（午後１０時〜午前６時）：５０％

注３）通常の時間帯（午前8：30〜午後17：30）以外の時間帯にサービスを提供する場合には、１回のサービスにつき、次の割合でサー
ビス利用料金に割増料金が加算されます。
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サービス利用料金
週３日まで 5,550円
週４日以降 6,550円
がん専門訪問看護料 ※注112,850円
週３日まで（同一日に２人） 5,550円
週４日以降（同一日に２人） 6,550円
週３日まで（同一日に３人以上） 2,780円
週４日以降（同一日に３人以上） 3,280円
週４日まで 5,300円

※注28,500円
月の初日の訪問 ※注3 12,530円
月の２回目以降の訪問 3,000円
看護・介護職員連携加算 2,500円
機能強化型訪問看護管理療養費（Ⅰ） 12830円
機能強化型訪問看護管理療養費（Ⅱ） 9800円
機能強化型訪問看護管理療養費（Ⅲ） 8,470円

4,500円
8,000円
6,400円
2,650円
25,000円
10,000円

※（別表Ａ）5,000円
※（別表Ａ）2,500円

2,100円
4,200円
1,500円
8,000円
2,000円
6,000円
5,200円
3,000円
2,000円
4,500円
3,800円

１回3,000円／日
２回6.000円／日

３回以上10.000円／日
※１日あたり1,500円
※１日あたり500円幼児加算（３歳以上６歳未満）

複数名訪問看護加算（看護師：週１回）
複数名訪問看護加算（准看護師：週１回）
複数名訪問看護加算（看護補助者：週３回）※注５
複数名訪問看護加算（看護補助者：週３回）※注５
複数名訪問看護加算（看護補助者：週３回）※注５
幼児加算（３歳未満）

退院共同指導加算
訪問看護療養費特別管理指導加算※注３
退院支援指導加算
⻑時間訪問看護加算（週１回）※注４
在宅患者連携指導加算
在宅患者緊急時カンファレンス加算

ターミナルケア療養費（Ⅱ）
特別管理加算（Ⅰ）
特別管理加算（Ⅱ）
早朝・夜間加算（６〜８時・１８〜２２時１回あたり）
深夜加算（２２〜６時１回あたり）
情報提供療養費

訪問看護管理療養費

難病等複数回訪問加算（１日２回目）
難病等複数回訪問加算（１日３回目）
２４時間対応体制加算
緊急訪問看護加算
ターミナルケア療養費（Ⅰ）

訪問看護基本療養費（Ⅰ）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）

訪問看護基本療養費（Ⅲ）（外泊時）


